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平成２４年第３回教育委員会定例会会議録 

 

開会日時  平成２４年３月３０日（金） 午後３時００分 

場  所  中央区役所６階会議室 

出席委員  中央区教育委員会委員長     永嶋久子 

              委 員     鈴木ゆか 

              委 員     竹田圭吾 

              委 員     松川昭義 

              教育長     齊藤 進 

説明のために出席した事務局職員 

              次  長    新治 満 

              副 参 事    森下康浩 

              指導室長    増田好範 

              統括指導主事    佐藤 太 

              統括指導主事    山崎 隆 

              図書文化財課長    粕谷昌彦 

書  記  中央区教育委員会事務局 

              庶務係長    印田広一 

              庶務係員    島田由美子 

開  議  午後３時００分永嶋委員長開会宣言 

会議規則第３０条による署名委員 

              委員長     永嶋久子 

              委 員     鈴木ゆか 

 

日程第１  議案第 9号 

       教育委員会事務局幹部職員の人事について 

日程第２  議案第 10号 

       中央区立幼稚園長・副園長の人事について 

日程第３  議案第 11号 

       中央区青尐年委員の委嘱について 

日程第４  議案第 12号 

       中央区立学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則の制定について 

日程第５  議案第 13号 

       中央区立幼稚園教育職員の期末手当に関する規則の一部を改正する規則の
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制定について 

日程第６  議案第 14号 

       中央区立幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則の

制定について 

日程第７  議案第 15号 

       中央区立幼稚園教育職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を

改正する規則の制定について 

日程第８  報告事項 

       各課事業報告について 
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委 員 長   ただいまから、平成２４年第３回教育委員会定例会を開会いたします。 

 はじめに、本日の会議録の署名委員を指名いたします。本日は、鈴木委員

にお願いします。 

 それでは、本日の日程に入ります。日程第１、議案第９号を議題といたし

ます。議案第９号を、書記、朗読願います。 

（書記、朗読） 

委 員 長   それでは、次長から提案説明願います。 

次  長   議案第９号「教育委員会事務局幹部職員の人事」について提案説明 

委 員 長   ただいまのご説明について、ご質問等ございましたらお伺いいたします。 

（「なし」の声あり） 

委 員 長   ご質問ないようですので、本案を可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

委 員 長   ご異議ないものと認めます。よって、議案第９号は原案のとおり可決され

ました。 

 次に、日程第２、議案第１０号を議題といたします。議案第１０号を、書

記、朗読願います。 

（書記、朗読） 

委 員 長   それでは、次長から提案説明願います。 

次  長   議案第１０号「中央区立幼稚園長・副園長の人事」について提案説明 

委 員 長   ただいまの説明についてご質問等ございますか。 

（「なし」の声あり） 

委 員 長   ご質問ないようですので、本案を可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

委 員 長   ご異議ないものと認めます。よって、議案第１０号は原案のとおり可決さ

れました。 

 次に、日程第３、議案第１１号を議題といたします。議案第１１号を、書

記、朗読願います。 

（書記、朗読） 

委 員 長   それでは、次長から提案説明願います。 

次  長   議案第１１号「中央区青尐年委員の委嘱」について提案説明 

委 員 長   ただいまの説明について、ご質問等ございましたらお伺いいたします。 

（「なし」の声あり） 

委 員 長   ご質問等ないようですので、本案を可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

委 員 長   ご異議ないものと認めます。よって、議案第１１号は原案のとおり可決さ
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れました。 

 次に、日程第４、議案第１２号を議題といたします。議案第１２号を、書

記、朗読願います。 

（書記、朗読） 

次  長   議案第１２号「中央区立学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則

の制定」について提案説明 

委 員 長   ただいまの説明について、ご質問等ございますか。 

（「なし」の声あり） 

委 員 長   ご質問等ないようですので、本案を可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

委 員 長   ご異議ないものと認めます。よって、議案第１２号は原案のとおり可決さ

れました。 

 次に、日程第５、議案第１３号、日程第６、議案第１４号および日程第７、

議案第１５号につきましては関連がありますので、一括して議題といたしま

す。議案をそれぞれ書記、朗読願います。 

（書記、朗読） 

委 員 長   それでは、次長から提案説明願います。 

次  長   議案第１３号「中央区立幼稚園教育職員の期末手当に関する規則の一部を

改正する規則の制定」について提案説明 

議案第１４号「中央区立幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を

改正する規則の制定」について提案説明 

議案第１５号「中央区立幼稚園教育職員の初任給、昇格及び昇給等に関す

る規則の一部を改正する規則の制定」について提案説明 

委 員 長   ただいまの説明について、ご質問等ございますか。 

（「なし」の声あり） 

委 員 長   ご質問等ないようですので、議案第１３号を可決することにご異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

委 員 長   ご異議ないものと認めます。よって、議案第１３号は原案のとおり可決さ

れました。 

 引き続き、議案第１４号を可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

委 員 長   ご異議ないものと認めます。よって、議案第１４号は原案のとおり可決さ

れました。 

 引き続き、議案第１５号を可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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委 員 長   ご異議ないものと認めます。よって、議案第１５号は原案のとおり可決さ

れました。 

 次に、日程第８、報告事項のうち資料１について報告願います。 

指導課長   ｢平成２４年度小・中学校、幼稚園管理職配置一覧」について資料１により

報告 

委 員 長   ただいまの報告について、ご質問等ございますか。 

（「なし」の声あり） 

委 員 長   それでは引き続き、資料２について順次報告願います。 

次長・図書文化財課長   「意見・要望」について資料２により報告 

委 員 長   ただいまの報告について、ご質問等ございましたらお伺いします。 

竹田委員   幼稚園の預かり保育については、私も理解していますが、希望者の増加状

況もみられるとの回答ですが、定員に対して希望者がどれくらいいるのかを

教えてください。 

次  長   大変申し訳ございませんが、手元に資料がございません。預かり保育は、

保護者の多様な保育ニーズに対応するために、幼稚園教育時間帯以降、幼児

教育ではなく保育としてのお預かり制度として、京橋、日本橋、月島の各地

域で１園が実施しています。 

竹田委員   そのことは分かっています。私がお聞きしたいのは、定員とそれに対する

希望者の状況のことです。 

教 育 長   ここには具体的な数値がないので、調べさせていただきますが、全体とし

ては、申込者は増加傾向にあり、抽選も行われている状況です。具体的な数

値などについては、わかり次第とさせていただきたいと思います。 

竹田委員   それで、結構です。 

       それと、給食食材のことについてですが、区独自の食材検査の中で、数値

がでた干ししいたけについて、新基準値以下の数値であっても学校給食から

はずした根拠を教えていただきたいと思います。 

次  長   教育委員会といたしましては、産地における食材検査が行われ、暫定規制

値以上の食材は市場に流通していないことから、学校給食食材は安全なもの

と考えています。今回、国において、４月から現在の暫定規制値よりも厳し

い新基準値が適用されることから、１月からそれまでの間、区内の流通食材

の検査を行っているところであります。この３回目の検査で、干ししいたけ

で放射性セシウム１３４、セシウム１３７の合計で８５ベクレルが検出され

ました。数値は、新基準値の１００ベクレル以下ですが、給食食材としての

当面の使用はやめました。これは、しいたけ自体は複数の産地のものが混合

された形で出荷されるため産地が特定できにくいことや数値的にも高めであ

ったことから、保育園も含めて区として対応したものであります。 
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竹田委員   干ししいたけは、新基準値以下であったわけですから、給食食材からはず

してしまうと、他の食材においても今後数値が出た場合の対応が問題になる

のではないでしょうか。なにか、区としての基準とか、新基準値に対する考

え方が必要となるのではないでしょうか。 

教 育 長   ４月１日以降は新基準値が適用され、食材検査も厳格化されることになり、

流通している食材の安全性はより確かなものになると考えています。これま

でのさまざま行われている検査結果からも、流通食材の安全性は高いと考え

ていますので、今後、食材の検査を行う考えはありません。 

       また、新基準値以下であった干ししいたけを除いたのは、ひとつには、必

須の食材ではなく除去しても給食提供上問題が尐ないこと、また、産地や検

出数値の高さの問題もありますが、区の検査では干ししいたけ以外の食材は

すべて不検出であったこと、東京都の食材検査では２００ベクレルを超える

高い数値が検出されていること、また、報道においてもしいたけの放射性物

質について相当程度指摘されていることなど、総合的に見て除くことにした

ものです。今後は、産地における検査情報等の状況を見ながら適切に対応し

てまいります。 

竹田委員   わかりました。 

委 員 長   ほかに、ご質問等ございませんか。 

             （「なし」の声あり） 

委 員 長   これで本日の日程はすべて終了いたしますが、委員の方からほかにご意見

等ございましたらお伺いいたします。 

（「なし」の声あり） 

委 員 長   それでは、これで本日の委員会を閉会いたします。 

 

 

午後３時５４分 永嶋委員長閉会宣言 

 

 

署名委員                 


